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第１ 審査会の結論

、 「 」 、実施機関が行った非開示決定は妥当ではなく 別表に掲げる 非開示部分 を除き

開示すべきである。

第２ 諮問事案の概要

１ 公文書開示請求

異議申立人（以下「申立人」という ）は、群馬県情報公開条例（以下「条例」と。

いう ）第１１条の規定に基づき、群馬県知事（以下「実施機関」という ）に対し、。 。

平成１９年１月２５日付けで 「○○市デイサービスセンターにおける利用者死亡に、

至る介護事故について 当該事故に係る居宅介護支援事業についての実地指導に対

し、社会福祉法人△△△による、一連のケアマネジメント業務を適正に実施するとし

て提出された、別紙参考資料（ＭＤＳ－ＨＣ方式 」の開示請求（以下「本件請求」）

という ）を行った。。

２ 実施機関の決定

実施機関は、平成１９年２月２日、本件請求に係る公文書を「○○市デイサービス

センターにおける利用者死亡に至る介護事故について 当該事故に係る居宅介護支援

事業についての実地指導に対し、社会福祉法人△△△による、一連のケアマネジメン

ト業務を適正に実施するとして提出された、別紙参考資料（ＭＤＳ－ＨＣ方式 （以）」

下「本件公文書」という ）であると判断し、条例第１４条第２号及び第３号イに該。

当するとして、非開示決定（以下「本件処分」という ）を行い、本件公文書を開示。

しない理由を次のとおり付して、申立人に通知した。

◇条例第１４条第２号該当

◇条例第１４条第３号イ該当

請求のあった別紙参考資料は 「在宅アセスメント表（問題領域一覧 「居宅、 ）」、

（ ）」、「 」 「 」 、サービス計画書 １ 居宅介護経過 及び 介護保険サービス連絡票 であり

これらには、利用者の個人情報が記載されており、特定の個人を識別することがで

きるため。

また、法人の内部管理情報が記載されており、開示することで法人の事業を営む

運営上の地位を害するおそれがあるため。

３ 異議申立て

申立人は、行政不服審査法第６条の規定に基づき、平成１９年３月２２日付けで、

本件処分を不服として実施機関に対し異議申立てを行った。

４ 諮問

、 （ 「 」実施機関は条例第２６条の規定に基づき 群馬県公文書開示審査会 以下 審査会

（以下「本という ）に対して、平成１９年４月１３日、本件異議申立て事案の諮問。

を行った。件事案」という ）。

第３ 争点（条例第１４条第２号及び第３号イ該当性）

条例第１４条第２号及び第３号イに該当するとして、本件公文書を非開示とした決

定は妥当であるか。
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第４ 争点に対する当事者の主張

争点（条例第１４条第２号及び第３号イ該当性）

（１）申立人の主張要旨

公文書の不開示が、介護給付の不正受給その他の犯罪の隠蔽を意図していた場合

においては、本件公文書の不開示は絶対に認められない。

記載される内容の如何に関わらず、条例第１４条の規定を濫用することは、本条

例の精神に著しく反する。

介護保険法に規定される指定基準違反の事実の隠蔽に基づく法人の利益と、県民

の知る権利を比較検討した場合において、当該法人の不当な利益を偏重することは

許されない。

執行機関が任意に選出した審査会の委員であっても、委員各自が有する職責に求

められる社会的責務に反して不当な諮問を行うことはあってはならず、当然のこと

ながら、実施機関の不正を看過することは許されない。

本件公文書は、本審査会答申７４号等により明らかとなった社会福祉法人△△△

による介護報酬の不正受給及び本件介護事故裁判において認められた、同法人の不

法行為並びに注意義務違反について、本来なすべきであった不正な不作為が明確に

示される公文書である。

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について（平成１１年

老企２２ 」第二３（７）⑥において 「・・当該課題分析は、介護支援専門員） 、

の個人的な考え方や手法のみによって行われてはならず、その者の課題を客観的に

抽出されるための手法として合理的なものと認められる適切な方法を用いなければ

ならないものであるが、この課題分析の方式については、別途通知するところによ

るものである 」とされ 「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提。 、

示について（平成１１年 老企２９ 」の「別紙４課題分析標準項目について」に）

おいて 「介護サービス計画作成の前提となる課題分析については （中略）当該、 、

「基準解釈通知」の趣旨に基づき、個別の課題分析手法について「本標準課題分析

項目」を具備することを持ってそれに代えることとするものである 」とされてい。

るが、他方 「介護支援専門員養成研修事業の実施について（平成１１年 老発３、

１６号 」において、介護支援専門員の研修過程においては、課題分析・居宅サー）

、 。 、ビス計画作成手法として ＭＤＳ－ＨＣの手法を紹介することとなっている また

本件に係る裁判において、同法人の支援専門員は、当該課題分析手法は群馬県より

指導された旨証言している。従って、当該課題分析手法は法令において明示される

介護サービス事業者に共通する事業運営の手法であることから、当該法人が有する

固有の「ノウハウ」ではない。よって、当該法人の事業運営上の地位を害するとは

認められず、条例第１４条第３号イには該当しない。

（２）実施機関の主張

ア 本件公文書についての過去の答申

本件公文書の取扱いについては、審査会の答申（平成１８年１１月３日付け答申

第７９号（諮問第７０号 （以下「答申第７９号」という ）において、非開示が）） 。

妥当であると判断されている。
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イ 本件公文書全般

介護保険事業者の個人情報の取扱いは、厚生労働省により示された「医療・介護

関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン（平成１６年１

２月２４日（平成１８年４月２１日改正 」に沿って、適切に運営するよう指導））

しているところである。

また、指定基準にあるように、居宅サービス計画をはじめとする個人情報を居宅

介護支援事業所などの関係事業者等に提供する場合は、本人に文書による同意を求

めるなど、厳正な取扱いが求められている。

介護保険事業者においては、利用者が極めて限定されていることから、氏名をマ

スキングしたとしても、生年月日や利用者の状況などの記載内容などの僅かな情報

からでも、利用者やその家族等の関係者が見た場合、利用者が簡単に特定されてし

まうことが十分想定される。

個人情報といえども必要な情報の提供は行われるものであるが、監査実施機関か

ら第三者への提供は、利用者やその家族の同意が確認できないことから、極めて慎

重な取扱いが必要である。

また、利用者に係る情報は、法人の内部情報であり、特に医療・介護の分野にお

いては、通常よりも個人情報の管理に慎重な取扱いが求められていることから、こ

のような情報を開示することは法人の事業を営む運営上の地位を害するおそれがあ

ると考えている。

なお、従業員の氏名は、条例第１４条第２号に規定する非開示情報に該当する。

ウ 在宅アセスメント表（問題領域一覧）

通常、アセスメントシート自体は、外部に公表するものではなく、事業所の介護

支援専門員が居宅サービス計画を作成する過程の中で作成される書類である。アセ

スメントは居宅サービス計画書を作成する上で重要なものであるが、アセスメント

をはじめとするケアマネジメントは、担当する事業者（介護支援専門員）の技量が

出やすい事項でもあり、一種の「ノウハウ」ともいえる。

具体的にアセスメントに関していえば、どの様な項目を調査しているのか（アセ

スメントチャートの様式など 、利用者や家族の要望は適切に把握されているか、）

利用者の心身の状況が的確に把握できているのか、日常生活を行っていく上での課

題は適切に把握できているか、などが重要なポイントである。

第三者にこうした「ノウハウ」を無制限に開示することは、条例第１４条第３号

イに規定する権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると考えて

いる。

エ 居宅サービス計画書（１）

居宅サービス計画は、本人の文書による同意を得たうえで、関係する事業者に提

供されるものであり、こうした形で、第三者へ開示されることは想定されていない

だけでなく、事業者の「ノウハウ」に該当するものであり、第三者にこうした「ノ

ウハウ」を無制限に開示することは、条例第１４条第３号イに規定する権利、競争

上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると考えている。

オ 居宅介護経過

居宅介護経過は、介護現場における看護・介護の記録と同様に、本人が開示請求
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をした場合以外には開示されることは想定されていないだけでなく、事業者の「ノ

ウハウ」に該当するものであり、第三者にこうした「ノウハウ」を無制限に開示す

ることは、条例第１４条第３号イに規定する権利、競争上の地位その他正当な利益

を害するおそれがあると考えている。

カ 介護保険サービス連絡票

介護保険サービス連絡票は、居宅介護支援事業所と介護保険サービス提供事業所

間での連絡事項を記載したものであるが、記載の方法・内容は、事業者の「ノウハ

ウ」に該当するものであり、第三者にこうした「ノウハウ」を無制限に開示するこ

とは、条例第１４条第３号イに規定する権利、競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがあると考えている。

第５ 審査会の判断

審査会は、本件事案について審査した結果、次のとおり判断する。

本件事案を判断するに当たっての留意点１

答申第７９号の審議において、実施機関は本件公文書が事業者の「ノウハウ」であ

り条例第１４条第３号イに該当すると主張したことに対し、申立人は「ノウハウ」に

関する主張をしなかったため、審査会では実質的な争点とならず、結果として本件公

文書のすべてを非開示と判断している。

のしかし、本件事案においては新たな主張がなされていることから、答申第７９号

、 、内容を踏まえつつも 審査会の答申で示される考え方は決して不変のものではなく

変更されることもあり得ることを念頭に置き判断を行う。

２ 争点（条例第１４条第２号及び第３号イ該当性）

実施機関が非開示とした本件公文書が、条例第１４条第２号及び第３号イに該当

するかどうかについて検討する。

この点に関して、答申第７９号においては次のように各公文書を非開示と判断し

ている。

「エ 在宅ケアアセスメント表（問題領域一覧）

在宅ケアアセスメント表は、事業所の介護支援専門員が居宅サービス計画を

作成する過程の中で作られる書類であり、利用者の介護経歴、家族関係、意向

及び問題領域等が記載されている。

審査会において該当公文書の内容を確認したところ、文書自体は、択一方式

になっている部分もあり、必ずしも利用者の情報が濃密、詳細に記載されてい

るとは認められなかった。

しかしながら、通常利用者（顧客）に係る情報は、基本的に法人の内部管理

情報であると判断され、とりわけ医療・介護関係等の分野は通常法人より個人

情報の管理に慎重な取扱いが求められていること、及びアセスメントは居宅サ

ービス計画書を作成する上で重要なものであり、アセスメント及びケアマネジ

メントの方法を記録したものは方式を含めノウハウに準ずるものと判断できる

ことに鑑みれば、結局のところこのような情報を開示することは法人の事業を

営む運営上の地位を害するおそれが認められるので、非開示が妥当である。
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オ 居宅サービス計画書（１）

居宅サービス計画書（１）は「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準

項目の提示について （平成 年 月 日老企発第 号厚生省老人保健福祉」 11 11 12 29
局企画課長通知）の第１表の書類であり、利用者名、居宅サービス計画作成者

氏名、利用者及び家族の介護に対する意向、総合的な援助の方針及び家事援助

中心型の算定利用等の情報が記載されている。

審査会において該当公文書の記載内容を確認したところ、必ずしも利用者の

情報が濃密、詳細に記載されているとは認められなかった。

しかしながら、この公文書についても上記エと同様に、通常利用者（顧客）

に係る情報は、基本的に法人の内部管理情報であると判断され、とりわけ医療

・介護関係等の分野は通常法人より個人情報の管理に慎重な取扱いが求められ

ていること、及びノウハウに準ずるものと判断できることに鑑みれば、結局の

ところこのような情報を開示することは法人の事業を営む運営上の地位を害す

るおそれが認められるので、非開示が妥当である。

カ 「居宅介護経過」

居宅介護経過は「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示に

ついて （平成 年 月 日老企発第 号厚生省老人保健福祉局企画課長通」 11 11 12 29
知）の第６表の書類であり、利用者名、居宅サービス計画作成者氏名、年月日

及び内容の情報が記載されている。

審査会において該当公文書の記載内容を確認したところ、利用者の状態があ

る程度具体的に記載されていることが認められた。

また、この公文書についても上記エ及びオと同様に、通常利用者（顧客）に

係る情報は、基本的に法人の内部管理情報であると判断され、とりわけ医療・

介護関係等の分野は通常法人より個人情報の管理に慎重な取扱いが求められて

いることに鑑みれば、結局のところこのような情報を開示することは法人の事

、 。業を営む運営上の地位を害するおそれが認められるので 非開示が妥当である

キ「介護保険サービス連絡票」

介護保険サービス連絡票は、法人の施設間での連絡事項を記載したものであ

る。

審査会において該当公文書の記載内容を確認したところ、利用者の状態があ

る程度具体的に記載されていることが認められた。

この公文書についても上記エ、オ及びカと同様に、通常利用者（顧客）に係

る情報は、基本的には法人の内部管理情報であると判断され、とりわけ医療・

介護関係等の分野は通常法人より個人情報の管理に慎重な取扱いが求められて

いることに鑑みれば、結局のところこのような情報を開示することは法人の事

、 。業を営む運営上の地位を害するおそれが認められるので 非開示が妥当である

なお、エからキの公文書は利用者氏名等の個人情報は当初よりマスキングが

なされている。また、これらの書類には職員の氏名等の個人情報や特にカ及び

キについてはその記述の内容から個人の権利利益を害するおそれがあると判断

されるものでもあるが、今回の答申では、既に法人情報として非開示であると
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判断しているので、特に個人情報での評価は行わない 」。

（１）ＭＤＳ－ＨＣ方式の課題分析手法等のすべてを非開示とすることの妥当性につい

て

申立人は、ＭＤＳ－ＨＣ方式の課題分析手法は、実施機関から指導され、法令に

おいて明示される介護サービス事業者に共通する事業運営の手法であることから、

当該法人が有する固有の「ノウハウ」ではないので、当該法人の事業運営上の地位

を害するとは認められず、条例第１４条第３号イには該当しないと主張しているの

で、この点について検討する。

指定居宅介護支援において、介護支援専門員は居宅サービス計画の作成に先立ち

利用者の課題分析を行うこととなるが、上記「第４ 争点に対する当事者の主張

（１）申立人の主張要旨」にもあるとおり、平成 年 月 日老企発 号によ11 11 12 29
り当該課題分析の標準項目及び介護サービス計画書の様式が提示されており、さら

に、平成 年 月 日老発第 号（平成 年 月 日老発第 号にて一部改11 4 2 316 12 6 9 519
正）には、国の高齢者ケアサービス体制整備検討委員会及び同委員会ケアプラン専

、 、 、門委員会の中で検討された ＭＤＳ－ＨＣ方式 三団体ケアプラン策定研究会方式

日本介護福祉士会方式、日本社会福祉士会方式、日本訪問看護振興財団方式の課題

分析手法が挙げられている。

本件公文書のうち「在宅ケアアセスメント表（ＭＤＳ－ＨＣ 」及び「問題領2.0）
域一覧」の書式は、市販される書籍等にも掲載されていることが確認された。

よって、ＭＤＳ－ＨＣ方式の課題分析手法は居宅介護支援事業における課題分析

の代表的な手法の一つであり、その書式は誰でも容易に入手でき、当該法人のみな

らず複数の介護サービス事業者で使用されているものであると推察できることから

も、当該法人固有の「ノウハウ」であるとは認められない。

なお、実施機関は、記入方法・内容も事業者の「ノウハウ」に該当するものであ

るため非開示であると主張するが、仮に記入方法・内容が事業者の「ノウハウ」に

該当し非開示が妥当である場合であっても、その部分を非開示とすれば、残りの書

式そのものまで事業者の「ノウハウ」であるとは認められない。

「介護サービス計次に 「居宅サービス計画書（１ 」及び「居宅介護経過」は、 ） 、

画書の様式及び課題分析標準項目の提示について （平成 年 月 日老企発」 11 11 12
第１表及び第６第 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）で提示された書式の29

表を使用したものであることが確認された。

、 「 」 。よって これらについても当該法人固有の ノウハウ であるとは認められない

は、法人の施設間での連絡事項を記載したもまた 「介護保険サービス連絡票」、

のであり、利用者の状態が具体的に記載されているところ、医療・介護関係等の

分野は通常法人より個人情報の管理に慎重な取扱いが求められているが、法人の

内部管理情報として保護される部分及び個人情報に該当する部分を除けば、非開

示とする理由はないと認められた。

したがって 「在宅ケアアセスメント表（ＭＤＳ－ＨＣ 「問題領域一覧 、、 ）」、 」2.0
「居宅サービス計画書（１ 「居宅介護経過」及び「介護保険サービス連絡票」）」、

の全てを非開示としたことは妥当ではなく、それぞれの文書ごとに非開示部分を判
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断すべきである。

（２）部分開示すべき部分の判断について

次に 「在宅ケアアセスメント表（ＭＤＳ－ＨＣ 「問題領域一覧 「居宅、 ）」、 」、2.0
サービス計画書（１ 」及び「居宅介護経過」の書式以外の記載内容の非開示情報）

該当性についてそれぞれ判断する。

ア 「在宅ケアアセスメント表（ＭＤＳ－ＨＣ 」2.0）
事業所の介護支援専門員が居宅サービス計画書を作成する過程で当該文書は、

作成される書類の１ページ目であり、利用者の基本情報が記載されている。さら

に、氏名、生年月日（年齢 、最初の相談・受付年月日及び職歴以外は択一式とな）

っている。

「 生年月日（年齢 」欄の記載は、特定の個人が識別されるものであるたAA-3. ）

め、条例第１４条第２号に該当し、非開示が妥当である。

、「 」、「 」、「 」、また 介護台帳 最初の相談・受付年月日 配偶者の有無NO. AA-4. AA-5.
AA-6. AA-7. AA-8. AA-9.「 教育歴（最終学歴 「 職歴 「 相談・受付時の住居 「）」、 」、 」、

相談・受付時の同居者 「 過去の入院・入所歴 「 退院後の経過期」、 」、AA-10. AA-11.
間 「 転居歴」及び「 意思決定権／終末期に対する希望」各欄の記」、 AA-12. AA-13.
載内容又は選択番号は、特定の個人が識別できないとしても、当該個人と特別の関

係にある者が開示請求によって得た情報と自己の有する情報と組み合わせることに

より、当該個人に関する情報を取得することとなり、当該個人の権利利益が害され

るおそれがあるため、条例第１４条第２号に該当し、非開示が妥当である。

なお 「氏名」及び「 対象者氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ 」各欄の記載部分は、本件公文、 ）AA-1.
書が当該法人から実施機関に提出された段階からすでに黒塗りされている。

イ 「問題領域一覧」

事業所の当該文書も「在宅ケアアセスメント表（ＭＤＳ－ＨＣ 」と同様に2.0）
、介護支援専門員が居宅サービス計画を作成する過程の中で作成される書類であり

一覧には、アセスメントの結果選び出された問題領域が記載されるところ、当該

「２．ＩＡＤＬ（支援 （Ｂ 「５．コミュニケーション」及び「８．認知」に） ）」、

係る３項目の記載がある。

「担当ケアマネ」欄の記載は、特定の個人が識別されるものであるため、条例第

１４条第２号に該当し、非開示が妥当である。

また 「介護台帳 」及び「アセスメント日」各欄の記載は、特定の個人が識、 NO.
別できないとしても、当該個人と特別の関係にある者が開示請求によって得た情報

と自己の有する情報と組み合わせることにより、当該個人に関する情報を取得する

こととなり、当該個人の権利利益が害されるおそれがあるため、条例第１４条第２

号に該当し、非開示が妥当である。

しかし 「２．ＩＡＤＬ（支援 （Ｂ 「５．コミュニケーション」及び「８．、 ） ）」、

認知」に係る問題領域の「問題の要因・危険性・可能性」及び「ケアの方向性」各

欄の記載内容については、審査会で見分したところ 「問題の要因・危険性・可能、

性」欄の記載は、利用者の具体的な記載ではないため個人の権利利益を害するおそ

れがあるとは認められず 「介護台帳 」及び「アセスメント日」を非開示とす、 NO.
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ることで特定の利用者を識別することはできないため条例第１４条第２号には該当

しない。また 「ケアの方向性」欄も個別具体的な方針までは記載されておらず、、

ある程度類型化された表現で記載されており、当該法人の「ノウハウ」とまではい

えないため、条例第１４条第３号イにも該当しない。

なお 「氏名」欄の記載部分は、本件公文書が当該法人から実施機関に提出され、

た段階からすでに黒塗りされている。

ウ 「居宅サービス計画書（１ 」）

利当該文書は、利用者に対する居宅介護サービスを行うための計画書であり、

用者名、計画作成者氏名、利用者及び家族の意向及び援助の方針等の情報が記載

されている。

「 利用者名』欄の印影」並びに「生年月日 「住所」及び「居宅サービス計画『 」、

作成者氏名」各欄の記載は、特定の個人が識別されるものであるため、条例第１４

条第２号に該当し、非開示が妥当である。

また 「居宅サービス計画作成（変更）日 「認定の有効期間 「要介護状態区、 」、 」、

分 「利用者及び家族の介護に対する意向」及び「総合的な援助の方針」各欄の」、

記載内容は、特定の個人が識別できないとしても、当該個人と特別の関係にある者

が開示請求によって得た情報と自己の有する情報と組み合わせることにより、当該

個人に関する情報を取得することとなり、当該個人の権利利益が害されるおそれが

あるため、条例第１４条第２号に該当し、非開示が妥当である。

なお 「利用者名」欄の記載部分は、本件公文書が当該法人から実施機関に提出、

された段階からすでに黒塗りされている。

エ 「居宅介護経過」

当該文書は、利用者の居宅介護の経過を記録するための様式である。

特定の個人が識別されるもので「居宅サービス計画作成者氏名」欄の記載は、

あるため、条例第１４条第２号に該当し、非開示が妥当である。

また 「年月日」及び「内容」各欄の記載内容は、利用者の心身状態や介護の経、

過が時系列的に詳細かつ具体的に記録されているため、特定の個人が識別される

特定の個人が識別できないとしても、当該個人と特別の関おそれがある。また、

係にある者が開示請求によって得た情報と自己の有する情報と組み合わせることに

より、当該個人に関する情報を取得することとなり、当該個人の権利利益が害され

るおそれがあるため、条例第１４条第２号に該当し、非開示が妥当である。

なお 「利用者名」及び「内容」各欄の一部記載については、本件公文書が当該、

法人から実施機関に提出された段階からすでに黒塗りされている。

オ 「介護保険サービス連絡票」

施設間で連絡当該文書は、当該法人がサービス担当者会議を開催するために、

を行ったものであり、会議の開催日時や利用者の状態等が記載されている。

「担当」欄の記載は、特定の個人が識別されるものであるため、条例第１４条第

２号に該当し、非開示が妥当である。

「照会（依頼）する利用者の氏名（イニシャル 」欄の記載及び「 利用者につ） 『

いて』欄（以下「欄１」という ）における『照会（依頼）内容』の１行目の記載。

（開催日時 」は、特定の個人が識別できないとしても、当該個人と特別の関係に）
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ある者が開示請求によって得た情報と自己の有する情報と組み合わせることによ

り、当該個人に関する情報を取得することとなり、当該個人の権利利益が害される

おそれがあるため、条例第１４条第２号に該当し、非開示が妥当である。

「 欄１』及び『ケアプランについて』欄（以下「欄２」という 」の「 照会『 。） 『

（ ） 』 『 』」 、「『 』 『 』 」、依頼 内容 及び 回答内容 のうち 欄１ における 回答内容 の記載

「 欄２』における『照会（依頼）内容』の１行目から３行目の記載」及び「 欄『 『

利用者の心身２』における『回答内容』の記載」は、当該法人の担当者から見た

特定の個人が識別できないとしても、当該個状態が詳細に記載されているため、

人と特別の関係にある者が開示請求によって得た情報と自己の有する情報と組み合

わせることにより、当該個人に関する情報を取得することとなり、当該個人の権利

利益が害されるおそれがあるため、条例第１４条第２号に該当し、非開示が妥当で

ある。

なお 「 欄１』及び『欄２』における『回答内容』の記載」は、具体的な事例、『

における当該法人（担当者）の考え方が利用者の心身状態も含めて記載されている

ため、当該情報は居宅介護支援事業における「ノウハウ」であると認められ、開示

することにより当該法人の事業を営む運営上の地位を害するおそれがあるため、条

例第１４条第３号イに該当する。

３ 結論

以上のことから 「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。、

なお、申立人はその他種々主張するが、本答申の判断を左右するものではない。

第６ 審査の経過

審査会の処理経過は、以下のとおりである。
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審 査 会 の 処 理 経 過

年 月 日 内 容

平成１９年 ４月１３日 諮問

平成１９年 ５月１７日 実施機関からの理由説明書を受領

平成１９年 ８月 １日 異議申立人からの意見書を受領

平成１９年 ８月１６日 異議申立人からの「意見書の訂正等について」を受領

平成１９年１２月２５日 審議（本件事案の概要説明）
（第１３回 第一部会）

平成２０年 ２月 ４日 審議（実施機関の口頭説明）
（第１４回 第一部会）

平成２０年 ３月１０日 審議
（第１５回 第一部会）

平成２０年 ４月２８日 審議
（第１６回 第一部会）

平成２０年 ６月１６日 審議
（第１７回 第一部会）

平成２０年 ７月２５日 審議
（第１８回 第一部会）

平成２０年 ７月２９日 答申
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別表

対象公文書名 非開示部分 非開示理由

在宅ケアアセスメント表 「介護台帳 「 生年 条例第１４条第２号NO. AA-3.」、
（ＭＤＳ－ＨＣ ） 月日（年齢 「 最初の2.0 AA-4.）」、

相談・受付年月日 「 配」、 AA-5.
偶者の有無 教育歴 最」、「 （AA-6.

AA-7. AA-8.終学歴 職歴）」、「 」、「
AA-9.相談・受付時の住居 「」、

相談・受付時の同居者 、」
「 」、AA-10.過去の入院・入所歴
「 退院後の経過期間 、AA-11. 」

AA-12. AA-13.「 転居歴」及び「
意思決定権／終末期に対する希
望」各欄の記載又は選択番号

問題領域一覧 「介護台帳 「アセスメン 条例第１４条第２号NO.」、
ト日」及び「担当ケアマネ」各
欄の記載

居宅サービス計画書 １ 「 利用者名』の印影 「生年 条例第１４条第２号（ ） 『 」、
月日 「住所 「居宅サービ」、 」、
ス計画作成者氏名 「居宅サ」、
ービス計画作成（変更）日 、」
「認定の有効期間 「要介護」、
状態区分 「利用者及び家族」、
の介護に対する意向」及び「総
合的な援助の方針」各欄の記載

居宅介護経過 「居宅サービス計画作成者氏 条例第１４条第２号
名 「年月日」及び「内容」」、
各欄の記載

介護保険サービス連絡票 「担当」及び「照会（依頼）す 条例第１４条第２号
（ ）」る利用者の氏名 イニシャル

各欄の記載、並びに「 利用者『

について 欄における 照会 依』 『 （

頼）内容』の１行目の記載（開

催日時 」及び「 ケアプラン） 『

について 欄における 照会 依』 『 （

頼）内容』の１行目から３行目

の記載」

「 利用者について』欄におけ 条例第１４条第２号『

る 回答内容 の記載 及び ケ 条例第１４条第３号イ『 』 」 「『

アプランについて』欄における

『回答内容』の記載」


